
平
成
2
9
年
7
月
1
4
日

京
都

府

平
成
２
９
年
度
内
閣
府

地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集

ヒ
ア
リ
ン
グ
資
料

「
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
資
格
に
関
す
る
見
直
し
」
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 重点番号19-①_介護福祉士試験の受験資格に関する見直し（京都府） 



京
都
府
の
概
況

◆
人
口

2
,5
6
9
,4
5
9
人

◆
高
齢
者
率
2
7
.7
％
（
平
成
2
８
年
３
月
３
１
現
在
）

7,
86

3 
8,

00
3 

8,
67

7 
10

,6
59

 
13

,2
51

 
14

,1
22

 
15

,2
19

 
16

,3
92

 
1
7
,2

5
4
 

1
8
,0

9
6 

11
,3

18
 

14
,4

52
 

16
,0

14
 

15
,5

71
 

15
,5

09
 

16
,6

35
 

18
,4

69
 

19
,8

17
 

2
1
,0

2
6
 

2
1
,7

1
2 

4,
46

8
5,

09
7

6,
92

0
9,

40
6

10
,1

87
10

,5
53

10
,4

75
 

2 

11
,1

96
15

,9
36

20
,9

43

25
,2

67
29

,5
56

30
,9

73
33

,1
06

 
18

,5
22

 
14

,9
17

 
14

,5
80

 
15

,9
59

 
17

,3
97

 
19

,0
35

 

20
,8

57
 

22
,1

31
 

2
2
,9

6
4
 

2
4
,3

3
8 

9,
62

4

12
,1

27

14
,2

20

15
,4

86

14
,1

75
14

,5
22

15
,5

81
 

18
,5

37
 

20
,4

58
 

20
,2

50
 

21
,0

36
 

22
,2

43
 

23
,4

84
 

24
,7

35
 

25
,8

74
 

2
7
,2

0
3
 

2
7
,9

2
0 

8,
04

6

9,
46

9

10
,1

21

10
,6

72

11
,6

02
11

,9
67

12
,9

43
 

15
,0

71
 

16
,2

55
 

16
,8

87
 

17
,1

94
 

17
,3

69
 

17
,6

21
 

18
,3

99
 

19
,3

44
 

1
9
,7

9
3
 

2
0
,3

5
6 

7,
46

9

8,
25

8

8,
72

2

9,
20

7

10
,4

17
11

,2
01

11
,6

92
 

12
,6

20
 

13
,3

72
 

13
,9

18
 

14
,4

05
 

14
,1

30
 

14
,8

19
 

15
,1

63
 

15
,6

12
 

1
5
,8

5
0
 

1
6
,0

3
7 

6,
58

4

7,
61

2

8,
64

1

9,
26

5

9,
89

8
9,

95
5

9,
74

4 
10

,3
57

 

10
,6

62
 

11
,4

71
 

12
,1

66
 

13
,0

73
 

13
,3

04
 

13
,2

55
 

13
,1

26
 

1
3
,1

1
2
 

1
3
,0

3
6 

45
1,

49
946

7,
00

848
2,

30
749

7,
81

050
8,

17
851

9,
26

553
6,

13
355

5,
66

257
2,

69
159

0,
50

560
2,

57
0 60

6,
81

2 62
1,

95
6 64

9,
05

3 67
5,

00
3 

69
7,

10
3 71

2,
59

6 

20
0,

00
0

25
0,

00
0

30
0,

00
0

35
0,

00
0

40
0,

00
0

45
0,

00
0

50
0,

00
0

55
0,

00
0

60
0,

00
0

65
0,

00
0

70
0,

00
0

0

20
00

0

40
00

0

60
00

0

80
00

0

10
00

0
0

12
00

0
0

14
00

0
0

16
00

0
0

第 １ 号 被 保 険 者 数 （ 人 ）

認 定 者 数 （ 人 ）

第
１
号
被
保
険
者
数
及
び
要
介
護
等
認
定
者
数
の
推
移

要
介
護
５

要
介
護
４

要
介
護
３

要
介
護
２

要
介
護
１

要
支
援

(経
過
的

要
介
護

)

要
支
援
２

要
支
援
１

第
１
号
被
保
険

者
数

47
,3

87

58
,4

99

69
,5

67

79
,3

03

85
,8

35
89

,1
71

93
,5

41
94

,2
90

98
,1

19
10

1,
79

7

11
2,

97
2

11
9,

02
0

14
1,

49
5
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平
成
2
８
年
３
月
３
１
日
現
在

サ
ー
ビ
ス
・
施
設
の
種
類

平
成
1
2
年
4
月
1
日

指
定
（
許
可
数
）

平
成
2
8
年
3
月
3
1
日

指
定
（
許
可
数
）

増
加
数

居
宅
サ
ー
ビ
ス

５
，
２
９
５

６
，
７
１
３

１
，
４
１
８

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

０
５
，
９
９
１

５
，
９
９
１

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

０
９
０
７

９
０
７

介
護
保
険
施
設

１
８
５
(1
2
,9
0
6
床
)

２
５
２
(2
1
,4
6
4
床
)
６
７
(８
,5
5
8
床
)

◆
施
設
数
の
推
移
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全
国
で
は
2
0
2
5
年
(平

成
3
7
年
)に

２
５
３
万
人
の
介
護
人
材
が
必
要

2
0
1
3
年
(平

成
2
5
年
)か

ら
８
２
万
人
の
人
材
確
保
が
必
要

こ
の
ま
ま
の
取
組
で
は
3
7
.7
万
の
人
材
が
不
足

介
護
人
材
の
状
況
（全

国
）

(H
2
7
.6
厚
生
労
働
省
発
表
資
料
)

㉕
～
㊲

必
要
数

8
2
万
人
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こ
の
ま
ま
で
は

６
，
８
１
１
人
ギ
ャ
ッ
プ

㊲
需
要
：５
１
，
９
４
０
人

㊲
供
給
：４
５
，
１
２
９
人

京
都
府
で
は
2
0
2
5
年
(平

成
3
7
年
)に
5
1
,9
4
0
人
の
介
護
人
材
が
必
要

2
0
1
3
年
(平

成
2
5
年
)か

ら
1
8
,7
9
4
人
の
人
材
確
保
が
必
要

㉗
～
㉙
で
7
,0
0
0
人
確
保
目
標

（
達
成
状
況

㉗
2
,3
8
4
人
㉘
2
,4
0
8
人
確
保

達
成
率
1
0
2
%
)

3
3
,1
4
6
人㉗
始
3
7
,7
3
3
人

2
0
1
9年

度
（
H

2
9
年
度
）

2
0
1
5年

度
（
H

2
7
年
度
）

2
0
1
3
年
度

（
H

2
5
年
度
）

㉙
末

4
4
,7
7
3
人

（
目
標
）

㉗
～
㉙

7
,0
0
0
人
確
保
計
画

（㉗
2
,3
8
4
人
確
保
）（
㉘
2
,4
0
8
人
確
保
）

2
0
2
5
年
度

（
H

3
7
年
度
）㉕
～
㊲
に

必
要
な
人
材

1
8
,7
9
4
人

(H
2
7
.6
厚
生
労
働
省
発
表
資
料
)

㉘
末

4
2
,5
2
5
人

㉗
末
4
0
,7
1
7
人

㉕
始

介
護
人
材
の
状
況
（京

都
府
）
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京
都
府
に
お
け
る
求
人
倍
率
の
推
移


介
護
現
場
の
人
材
不
足
感

■
離
職
率年
度

全
産
業

介
護
関
連

平
成
2
6
年
３
月

０
．
９
９

１
．
９
２

平
成
2
7
年
３
月

１
．
０
７

２
．
４
０

平
成
2
8
年
３
月

１
．
２
６

３
．
０
４

平
成
2
9
年
３
月

１
．
４
５

３
．
１
０

（
京
都
労
働
局
発
表
資
料
よ
り
）

全
産
業
離
職
率
（
厚
生
労
働
省
「
平
成
2
7
年
雇
用
動
向
調
査
」
）

介
護
離
職
率
（
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
「
平
成
2
7
年
度
介
護
労
働
実
態
調
査
」
）
よ
り

大
い
に
不
足

不
足

や
や
不
足

適
当

過
剰

７
．
５
％

２
３
．
０
％

３
０
．
８
％

３
８
．
２
％

０
.５
％

全
産
業

介
護

１
５
．
０
％

１
６
．
５
％

（
介
護
労
働
安
定
セ
ン
タ
ー
「
平
成
2
7
年
度
介
護
労
働
実
態
調
査
）

６
１
．
３
％
が
不
足
感
あ
り
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※
平
成
２
８
年
度
か
ら
「
３
年
以
上
の
実
務
経
験
」
に
加
え
、
「
実
務
者
研
修
」
の
受
講
が
必
須
化
さ
れ
、
受
講
料
も
自

己
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
全
国
で
の
受
験
者
が
平
成
２
８
年
度
は
７
万
６
，
３
２
３
人
と
半
減
（
平
成
２
７
年
度
１
５
万

２
，
５
７
３
人
）

実
務
経
験

３
年
以
上

＋
実
務
者
研
修

４
５
０
時
間

介
護
福
祉
士
資
格
取
得
ル
ー
ト
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平
成
2
9
年
7
月
1
4
日

京
都

府

実
務
経
験
ル
ー
ト
に
よ
る
受
験
資
格
（
3
年
以
上
介
護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
方
）
＋
実
務
者
研
修

※
既
に
履
修
し
た
科
目
の
読
み
替
え
が

可
能
で
あ
り
、
読
み
替
え
の
対
象
と
な

る
研
修
の
拡
大
も
有
効

さ
ら
に
、
実
地
研
修
を
修
了
し
な
い
と
医
療
的
行
為
は
で
き
な

い
。
し
か
し
、
実
地
研
修
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
支
障
事
例
①
）

（
支
障
事
例
②
）
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（
支
障
事
例
①
）

介
護
人
材
の
機
能
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て

（
提
案
内
容
）

「
実
務
者
研
修
」
の
受
講
時
間
の
短
縮
化
に
よ
る
介
護
福
祉
士
受
験
者
拡
大
の
観
点
か
ら
、
実
質
、
介
護
事

業
所
内
で
の
新
採
研
修
等
は
じ
め
３
年
間
以
上
勤
務
し
て
い
る
者
は
受
講
し
て
い
る
レ
ベ
ル
の
内
容
（
介
護
分

野
に
参
入
し
た
人
材
に
必
要
最
低
限
の
知
識
）
に
つ
い
て
、
そ
の
実
務
経
験
（
３
年
）
を
も
っ
て
、
同
様
の
知

識
・
技
能
を
持
つ
も
の
と
し
、
受
講
時
間
か
ら
削
減
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
削
減
例
）
人
間
の
尊
厳
と
自
立
（
５
時
間
）
社
会
の
理
解
（
５
時
間
）
介
護
の
基
本
Ⅰ
（
１
０
時
間
）

計
２
０
時
間

第
６
回
社
会
保
障
審
議
会
福
祉
部
会
福
祉
人
材
確
保
専
門
委
員
会
資
料

平
成
２
８
年
１
０
月
５
日

介
護
人
材
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
考

え
る
上
で
は
、
介
護
分
野
は
専
門

性
が
求
め
ら
れ
る
分
野
で
は
あ
る

も
の
の
、
「
入
り
や
す
く
昇
り
や

す
い
」
仕
組
み
と
し
て
い
く
べ
き

で
は
な
い
か
。
と
さ
れ
、
簡
素
な

入
門
的
資
格
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

る
未
経
験
者
が
身
に
つ
け
る
必
要

最
低
限
の
知
識
・
技
術
と
同
等
の

内
容
が
実
務
経
験
３
年
以
上
の
者

へ
の
実
務
者
研
修
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
と
な
っ
て
い
る
。

★
人
間
の
尊
厳
と
自
立
（
５
時
間
）

★
社
会
の
理
解
（
５
時
間
）

★
介
護
の
基
本
Ⅰ
（
１
０
時
間
）

（
別
添

参
考
参
照
）
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（
支
障
事
例
①
）

（
参
考
）
実
務
者
研
修
教
育
内
容
＝
（
未
経
験
者
が
身
に
つ
け
る
必
要
最
低
限
の
知
識
・
技
術
と
同
等
）

人
間
の
尊
厳
と
自
立
（
５
時
間
）

尊
厳
の
保
持
、
自
立
・
自
律
の
支
援
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
利
用
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

保
護
、
権
利
擁
護
等
、
介
護
の
基
本
的
な
理
念
を
理
解
し
て
い
る
。

社
会
の
理
解
Ⅰ
（
５
時
間
）

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
制
度
の
体
系
、
目
的
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
内
容
、
利
用
ま
で
の
流
れ
、

利
用
者
負
担
、
専
門
職
の
役
割
等
を
理
解
し
、
利
用
者
等
に
助
言
で
き
る
。

介
護
の
基
本
Ⅰ
（
1
0
時
間
）

①
介
護
福
祉
士
制
度

介
護
福
祉
士
制
度
の
沿
革
、
法
的
な
定
義
・
業
務
範
囲
・
義
務
等
を
理
解
し
て
い
る
。

②
尊
厳
の
保
持
、
自
立
に
向
け
た
介
護
の
考
え
方
と
展
開

個
別
ケ
ア
、
IC
F
（
国
際
生
活
機
能
分
類
）
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
考
え
方
を
踏
ま
え
、
尊
厳

の
保
持
、
自
立
に
向
け
た
介
護
を
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
等
を
理
解
し
て
い
る
。

③
介
護
福
祉
士
の
倫
理

介
護
福
祉
士
の
職
業
倫
理
、
身
体
拘
束
禁
止
・
虐
待
防
止
に
関
す
る
法
制
度
等
を
理
解
し
、
倫
理
を

遵
守
し
て
い
る
。
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（
支
障
事
例
②
）

○
医
療
的
ケ
ア
（
喀
痰
吸
引
や
経
管
栄
養
）
を
行
う
た
め
に
は
、
講
義
＋
演
習
＋
実
地
研
修
が
必
要

○
し
か
し
、
「
実
務
者
研
修
」
の
医
療
的
ケ
ア
（
5
0
時
間
）
に
は
、
実
地
研
修
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。

○
「
実
務
者
研
修
」
修
了
者
が
医
療
的
ケ
ア
を
提
供
す
る
た
め
に
は
「
喀
痰
吸
引
等
研
修
」
を
受
講
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
実
務
者
研
修
」
を
修
了
＝
医
療
的
ケ
ア
を
提
供
で
き
る
、
と
い
う
誤
解
が

あ
り
、
現
場
に
も
大
き
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
。

※
「
実
務
者
研
修
」
修
了
者
は
「
喀
痰
吸
引
等
研
修
」
の
基
本
研
修
（
講
義
＋
演
習
）
が
免
除
さ
れ
る
。

（
提
案
内
容
）

医
療
的
ケ
ア
講
義
５
０
時
間
と
必
須
と
せ
ず
、
選
択
制
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
例
）
①
従
来
ど
お
り
、
医
療
的
ケ
ア
を
受
講
す
る
者

②
医
療
的
ケ
ア
の
受
講
を
省
略
す
る
者

※
「
喀
痰
吸
引
等
研
修
」
を
受
講
し
、
医
療
的
ケ
ア
を
実
施
で
き
る
介
護
福
祉
士
に
つ
い
て
は
、
新
た

な
名
称
（
例
：
特
定
介
護
福
祉
士
）
を
付
け
、
施
設
等
に
配
置
し
た
場
合
の
加
算
で
優
遇
す
る
等

の
措
置
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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